
令和３年度第４回東区協議会 

次 第 

日時：令和3年7月26日（月）午後1時 30分から 

会場：東区役所 31、32会議室 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（1）協議事項について 

  ア 浜松市歴史的風致維持向上計画（案）のパブリック・コメント実施について 

【土地政策課】 

イ 令和3年度東区地域力向上事業の提案について        【区振興課】 

ウ 令和3年度浜松市東区市民活動表彰について         【区振興課】 

（2）地域課題について 

４ その他 

（1）その他 

（2）8月の開催予定 令和3年8月30日（月）午後1時30分から 

会場：東区役所 3階 31、32会議室 

9月の開催予定 令和3年9月24日（金）午後1時30分から 

会場：東区役所 3階 31、32会議室 

５ 閉会 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市歴史的風致維持向上計画（案）のパブリック・コメント実施につ

いて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〈趣旨・目的〉 

・歴史まちづくり法に記されている歴史的風致の定義に基づ

き、歴史的風致を構成する建造物の保存や活動を支援する

ことで、地域一体の良好な環境が維持され向上することを

目指すもの。 

〈背景・経緯〉 

・大河ドラマ放映や新たな国指定文化財の指定など本市の歴

史文化資源への関心の高まり。 

・一方、少子高齢化や人口減少社会など社会環境の変化に伴

う歴史文化資源の喪失のおそれが生じている。 

・関連する「浜松市都市計画マスタープラン」改定及び「浜

松市文化財保存活用地域計画」が作成された。 

※令和３年６月末現在、全国で86市町が策定・認定。 

※歴史的風致とは 

歴史上価値の高い建造物が存在するだけではなく、地域の

歴史と伝統を反映した人々の活動が展開された、情緒や風

情、趣などを感じることができる良好な市街地の環境。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

〈計画（案）の概要〉

○計画の期間 

・国の認定後10年間（令和3年度から令和12年度まで） 

○歴史的風致の設定 

・本市の地域特性や歴史的・文化的背景に基づき、12件の歴

史的風致を設定。 

○歴史的風致の維持向上に関する方針 

・「歴史的建造物の保存活用」「周辺環境の保全」「伝統的な活

動の継承」「歴史文化を活かした観光振興・地域活性化」 

○重点区域の設定

・法定要件に基づき、３地区（表浜名湖、奥浜名湖、天竜二

俣）の重点区域を設定

備 考 
（答申・協議結果を得た

い時期、今後の予定など） 

〈今後の予定〉

・令和３年８月１６日～９月１７日 意見募集

・令和３年１２月 意見募集結果及び市の考え方公表

・令和４年 １月 国へ認定申請（３月認定見込）

担当課 土地政策課 担当者 平野 めぐみ 電話 457-2656 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。



浜松市歴史的風致維持向上計画（案）

に対するご意見をお待ちしています！

１．「浜松市歴史的風致維持向上計画（案）」とは 

歴史まちづくり法に記されている歴史的風致の定義に基づき、歴史的風致を構成

する建造物の保存や活動を支援することで、地域一体の良好な環境が維持され向上

することを目指す計画です。

２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和３年８月１６日（月）～令和３年９月１７日（金）

３．案の公表先 

土地政策課、市政情報室、区役所、協働センター、中央図書館（臨時窓口：浜

松城公園南ビル）、市民協働センター（中区中央一丁目）、パブコメ PR コーナ

ー（市役所本館1階ロビー）にて配布

浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載

【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】

４．意見の提出方法 

意見書には、住所、氏名または団体名、電話番号を記入して、次のいずれかの

方法で提出してください。
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ
ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。）

① 直接持参 土地政策課（市役所本館６階）まで書面で提出

②郵便【はがき、封書】

（最終日の消印有効）

〒４３０－８６５２

浜松市中区元城町１０３－２ 土地政策課あて

③電子メール tochi@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④ＦＡＸ ０５３－４５７－２６０１（土地政策課）

５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和３年１２月

に公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

６．問い合わせ先 

都市整備部土地政策課（ＴＥＬ ０５３－４５７－２６５６）

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例など
を策定するときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご

意見、ご要望などを聴きながら最終的な案を決定する手続
きのことをいいます。 
浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入して

います。 



下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください

●パブリック・コメント実施案件の概要

●（案）浜松市歴史的風致維持向上計画（概要版）＜別紙＞

●（案）浜松市歴史的風致維持向上計画（本編）

序章 計画の策定にあたって ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0-1 

０-１.計画策定の背景 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0-1 

０-２.計画策定の目的 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0-3 

０-３.計画の期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0-3 

０-４.計画策定の体制と経緯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0-4 

第１章 浜松市の歴史的風致形成の背景    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-1 

１-１.位置と市域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-1 

１-２.自然的環境 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-4 

１-３.社会的環境 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-11 

１-４.歴史的変遷 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-19 

１-５.浜松の歴史と関わりのある主な人物‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-57 

１-６.文化財 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-69 

第２章 浜松市の維持及び向上すべき歴史的風致   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2-0-1 

２-１.浜松城下の営みにみる歴史的風致‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2-1-1 

２-２.佐鳴湖のめぐみに育まれる歴史的風致‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2-2-1 

２-３.天竜川下流の条里制水田と荘園に由来する歴史的風致‥‥‥‥‥‥‥ 2-3-1 

２-４.開拓地三方原台地の営みにみる歴史的風致 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2-4-1 

２-５.浜名湖の漁労・養殖と豊漁豊作に感謝する歴史的風致‥‥‥‥‥‥‥‥2-5-1 

２-６.農村歌舞伎にみる歴史的風致 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2-6-1 

２-７.奥浜名湖の社寺と祭礼にみる歴史的風致‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2-7-1 

２-８.三ヶ日みかんの栽培にみる歴史的風致‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2-8-1 

２-９.二俣地域の営みにみる歴史的風致‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2-9-1 

２-10.中央構造線沿いに点在する集落の祭礼と信仰にみる歴史的風致‥‥‥ 2-10-1 

２-11.秋葉信仰にみる歴史的風致 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  2-11-1 

２-12.遠江のひよんどりとおくないにみる歴史的風致‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2-12-1 



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針     ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-1 

３-１.歴史的風致の維持及び向上に関するこれまでの取組‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-1 

３-２.歴史的風致の維持及び向上に関する課題‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-2 

３-３.上位関連計画との関連性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-4 

３-４.歴史的風致の維持及び向上に関する方針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-25 

３-５.歴史的風致維持向上計画の実施体制 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-27 

第４章 重点区域の位置及び区域  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4-1 

４-１.重点区域設定の考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4-1 

４-２.重点区域の位置及び区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4-3 

４-３.重点区域の設定の効果 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4-9 

４-４.重点区域における良好な景観の形成に関する施策との連携‥‥‥‥‥‥ 4-10 

第５章 文化財の保存及び活用に関する事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5-1 

５-１.市全域に関する事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5-1 

５-２.重点区域に関する事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5-8 

第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 ‥‥‥‥‥‥ 6-1 

６-１.歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する基本的な考え方‥ 6-1 

６-２.事業の内容 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6-7 

第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7-1 

７-１.歴史的風致形成建造物の指定に関する基本的な考え方‥‥‥‥‥‥‥ 7-1 

７-２.歴史的風致形成建造物の指定の基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7-1 

７-３.歴史的風致形成建造物の指定対象の要件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7-2 

７-４.歴史的風致形成建造物候補一覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7-2 

第８章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項     ‥‥‥‥‥‥‥ 8-1 

８-１.歴史的風致形成建造物の維持管理に関する基本的な考え方‥‥‥‥‥ 8-1 

８-２.歴史的風致形成建造物の維持管理の指針‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8-1 

８-３.歴史的風致形成建造物の指定に伴う義務等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8-3 

●意見提出様式＜別紙＞ 



パブリック・コメント実施案件の概要 

案件名 浜松市歴史的風致維持向上計画（案）

趣旨・目的 

・ 歴史まちづくり法に記されている歴史的風致の定義に基づき、歴

史的風致を構成する建造物の保存や活動を支援することで、地域

一体の良好な環境が維持され向上することを目指すために計画を

策定するものです。

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

・ 大河ドラマ放映や新たな国指定文化財の指定など本市の歴史文化

資源への関心の高まり。 

・ 一方、少子高齢化や人口減少社会など社会環境の変化に伴う歴史

文化資源の喪失のおそれ。 

・ 関連する「浜松市都市計画マスタープラン」の改定及び「浜松市

文化財保存活用地域計画」の作成。 

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

・ 文化財の保存・活用、都市計画・景観計画との整合・調和その他

の措置を講ずることにより、地域の伝統や文化を活かしたまちづ

くりを進め、本市の歴史的風致の維持及び向上を図ります。

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

〈計画（案）の概要〉

○計画の期間 

・国の認定後10年間（令和3年度から令和12年度まで） 

○歴史的風致の設定 

・歴史的風致とは、「歴史上価値の高い建造物が存在するだけではな

く、地域の歴史と伝統を反映した人々の活動が展開された、情緒や

風情、趣などを感じることができる良好な市街地の環境」のこと。 

・本市の地域特性や歴史的・文化的背景に基づき、12件の歴史的風

致を設定。 

○歴史的風致の維持向上に関する方針 

・「歴史的建造物の保存活用」「周辺環境の保全」「伝統的な活動の継

承」「歴史文化を活かした観光振興・地域活性化」 

○重点区域の設定

・法定要件に基づき、３地区（表浜名湖、奥浜名湖、天竜二俣）の重

点区域を設定。 

関係法令・ 

上位計画など 

関係法令：地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 

上位計画：浜松市都市計画マスタープラン 

浜松市文化財保存活用地域計画 

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

・令和３年８月１６日～９月１７日 意見募集

・令和３年１２月 意見募集結果及び市の考え方公表

・令和４年 １月 国へ認定申請（３月認定見込）



※印刷して使用する場合は、両面印刷にしてください。

※ＨＰにも必ず掲載してください。（ワード形式およびＰＤＦ形式両方）

パブリック・コメント意見提出様式
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～

ご住所 
（所在地）

お名前 
（法人名・団体名） 

電話番号 

案の名称 浜松市歴史的風致維持向上計画（案） 

意見募集期間 令和３年８月１６日（月）～令和３年９月１７日（金） 

意見欄 

・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その
場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 

・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 

【提出先】 土地政策課あて 
住所    ：〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３－２ 
ＦＡＸ   ：０５３－４５７－２６０１ 
Ｅ－ｍａｉｌ：tochi@city.hamamatsu.shizuoka.jp



～どうやって意見を書いたらいいの？～

「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。

・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。

・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 



























 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和 3 年度東区地域力向上事業の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

地域力向上事業は、市民協働の手法により住みよい地域社会

を実現するため、市が実施又は支援する区の特性を活かした事

業や課題を解決する事業です。 

〇市民提案による住みよい地域づくり助成事業 

団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体

的に取り組む事業に対し市から補助金を交付することで、効果

が期待できる事業

対象の区協議会 東区 

内  容 

〇助成事業１件 

 提案のあった助成事業について、事業内容等に対しご意見を

お伺いいたします。提案事業の詳細は別添資料の通りです。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

提案団体に、事業の採択・不採択の決定通知を送付 

担当課 東区・区振興課 担当者 梅尾 電話 424-0115 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。



令和3年度地域力向上事業提案内容    令和3年 7月26日東区協議会 

◆助成事業 

№ 提案事業名 提案者 事業の目的・効果 提案内容 
提案事業費

（希望補助額） 
（希望補助率）

採択 
回数 

区行政推進会議検討結果 

1 

東日本大震災から明日へ
つなぐ防災事業～楽しみ
ながら築く防災の輪～ 
ファミリー防災すごろく 
「ＫＩＺＵＮＡ」の製作 

特定非営利活動法人 
積志かがやきカフェ 
理事長 河合 洋子 

〈事業の目的〉 
東日本大震災から１０年の節目となる本
年、３月にはキャンドルイベントを開催し、
これまでの自分たちの支援活動、啓発活動
を再確認する機会となった。また、防災の
重要性、被災地支援の情報発信を通して、
東区民、地域住民の防災意識の向上を図る
ことができた。そこで、次の段階である明
日へつながる防災事業として、 
①被災後に避難する最小単位である家族に
焦点を当て、防災への意識、自助力の向上、
共助、援助の体制づくりを進める。 
②家族で、命の大切さや防災について話し
合い、意識、知識、避難の共有化を図る。 
③東区民、地域住民の一層の防災意識の向
上を図るとともに、自助力、受援力を高め
る契機とする。 

〈事業の効果〉 
・製作、防災講座を通した区内、地域住民
の防災意識の高揚 
・情報発信を通したいざという時のための
災害対策の推進 
・住民としてできる自助と共助、心構え、
実行力の育成 

内容 

■製作会議の開催 
【回数】5回（臨時開催あり） 
【場所】積志協働センター、珈楽庵 
【趣旨】内容、予算、計画、防災講座の開催等の検討 
【期間】8月1日(日)から1月31日(月)まで 

■ファミリー防災すごろく「ＫＩＺＵＮＡ」の製作 
・すごろくにする内容 
・材質、装丁、デザイン、仕上げの検討 
・製作者の依頼…現在未定 

【期間】8月下旬から12月末 
【製作部数】200部 

■ファミリー防災すごろく「ＫＩＺＵＮＡ」を使って
の防災講座の開催 
【期日】2月上旬 
【会場】積志協働センター 
【対象】積志地区在住家族15組 
【内容】・作成の趣旨、使い方 
    ・講師2名によるプチセミナー 
    「防災ゲームのいろいろ」 
    「被災した経験を踏まえて」 
    ・「ＫＩＺＵＮＡ」を使ってゲームをしよう 

310,000 円 

（155,000 円） 

（50％） 

1 

時期 令和3年8月1日(日)～令和4年2月28日(月) 

場所 積志協働センター、積志地区内珈楽庵 

区 分 予算額 交付決定額 残 額 追加補助金額 
（希望額） 

助成事業 2,000,000円 0 円 2,000,000 円 ,000 円 



第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和３年度浜松市東区市民活動表彰について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【市民活動表彰の趣旨】 

 優れた市民活動を行う団体を表彰し、多くの市民にその団体の

活動を周知することで、市民主体のまちづくりを継続的に推進す

る。

【表彰までの流れ】

・区長賞受賞団体については、区行政推進会議で審査し、

 区協議会に意見を求め、その意見を踏まえ区長が決定する。

・区長賞受賞団体は原則１団体とする。 

・市長は各区で選出された区長賞受賞団体について、審査を 

行い、市長賞受賞団体を決定する。 

対象の区協議会 東区協議会 

内  容 

浜松市市民活動表彰（区長賞）の決定について、区協議会に

意見を求めるものです。 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

令和３年９月に市長賞受賞団体が決定予定 

担当課 区振興課 担当者 小粥・梅尾 電話 424-0115 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。



市民活動団体推薦書 

候補者 

団体名 

（グループ名） 

（フリガナ）カサイダルマイチホゾンカイ 

笠井だるま市保存会 

所在地 浜松市東区   

団体 

連絡先 

住所 
〒 

浜松市東区 電話 ***-***-**** 

メール 

アドレス 
***-***-**** ＦＡＸ ***-***-**** 

推薦理由 

・明治時代から現在まで１３０年ほど続く伝統ある催し 

物であるだるま市を、毎年開催。まちの文化のシンボル

として地域に浸透、会員が年々増加するなど、町の活性

化を担っている。 

・昨年度は、コロナ禍による中止も検討され、開催が危ぶ

まれるなか、境内での飲食禁止や密を避ける導線の確保

など、地域が一丸となって真摯に感染対策に取り組み、

地域の伝統行事を継続開催させた。 



東区長賞選考資料

（ふりがな） 

団体名 笠
かさ

井
い

だ
だ

る
る

ま
ま

市
いち

保
ほ

存
ぞん

会
かい （ふりがな） 

代表者氏名  田
た

村
むら

 滋
しげ

治
じ

e-mail ― 
電話番号 ***-***-**** 

FAX番号 ― 

団体設立年月 平成２１年４月 団体員数 １０２人 

団体活動目的 だるま市の運営と地域の文化力の向上 

これまでの 

主な活動実績 

笠井町の福来寺（通称：笠井観音）にて毎年１月１０日にだる

ま市を開催。明治２１年から１３０年続く地域の伝統行事。 

Ｐ

Ｒ

し

た

い

活

動

実

績

の

概

要 

活動名 笠井だるま市 

活動の期間 毎年４月１日～翌年３月３１日 

活動財源 
該当するもの全

てに○ 

行政からの補助金・団体会費・寄附・当該活動により得た収益・

その他（           ） 

活動のきっか

け 

・地域の伝統行事の継承と地域の賑わいづくり、地域活性化、

人づくりの推進。 

内容 ・だるま市保存会は地元の有志があつまり、だるま市を運営。 

成果 

・ だるま市開催日は街が賑わい、情報交換の場となり、地域の

繋がり活発化に資することができた。また、地元幼稚園、小、

中、高校生にだるま市に絵画等の作品の参加を促すことによ

り、子供たちは地域が育てるという信念を共有することがで

きた。加えて、伝統行事が幅広い世代に地域の文化として浸

透した。 

この活動につ

いて更に発展

させたいこと 

・ 周囲の古い寺社とともに笠井の歴史を知り、地域文化を発展

させ、住民同士との交流を促し、地域連携を益々深めること。

活動に協力し

た団体等 

行政・企業・ＮＰＯ・学校・市民・その他（     ） 

協力の内容 

・地域貢献のもと遠鉄ストア・リブロス笠井店からだるま市の駐車場として、無償 

提供。あわせて、会場へ行き来するシャトルバスの運行。 

・地元小、中、高校生による絵画、書道、写真等の展示。 











令和3年度第 2回東区協議会 地域福祉委員会 活動報告 

日 時 令和3年7月6日（火）9：00～10：30 

会 場 東区役所33会議室 

出席者 石津 幸子、河合 よしの、清水 猶、鈴木 康弘、宮下 まゆみ 

村松 信子（50音順・敬称略）

鈴木 誠隆 社会福祉課長、青野 守弘 長寿保険課長 

枝村 賢美 健康づくり課長

事務局 知久 正幸（東区区振興課） 

（１）テーマ「地域の共生社会のあり方」 

   蒲地区におけるシニアサロンの活動 

    講話 上西町ゆうこう会 代表 亀田 順子様 

植松町若葉会   代表 熊岡 邑子様 

活動内容について 

・上西町では、老人会役員の高齢化により運営が行き詰まっていたところ、老

人会に行かない人たちでサロンを立ち上げ、多くの人が参加するようになっ

た。 

・サロン活動は、町によって活動内容に違いがあるが、横の連携があるので好

評を得た活動は、他の町にも勧めている。 

     ・活動例として、麻雀、グランドゴルフ、折り紙、クイズ、体操教室、輪投げ、 

ビンゴ、歌、フラワーアレジメント、警察・薬剤・健康の講話など。 

     ・活動に自由があるので、企画運営、地元方からの講師探し、企業への出前講 

      座依頼などを楽しんで行っている。 

・自治会に活動内容を理解してもらい、積極的に地域の祭典などのイベントに 

協力することで、活動資金を援助してもらうことができた。 

コロナ禍での活動について 

     ・上西町ではコロナ禍当初は中止をしていたが、寂しい思いをしているとの声

に後押しされ、昨年 7 月頃から活動を再開した。ただ参加人数は、以前と比

べると少ない。 

     ・検温、手指消毒、換気、ソーシャルディスタンス、活動時間を短くするなど、

あらゆる対策をしている。 

     ・クラスターなどのリスクを考えると活動をするのは怖いが、足腰が弱くなっ

た、認知症が進んだ方がいるとの報告があり、万全の対策をしたうえで短時

間でも実施することが重要であると考える。 

     共生社会について 

     ・植松町では凧あげ会、子供会、自治会など各種イベントを通じて他団体との

つながりや、世代間交流を重視している。 



質疑応答 

     ・笠井地区は 24 自治会がある中で 11サロンが活動中。ふれあい交流センター

竜西を利用する人もいる。 

     ・丸塚町はシニアクラブで活動しているのか。 

      →丸塚町のみシニアクラブの形態で活動を続けている。老人会やシニアクラ

ブは活動に縛りがあるほか、交付金をもらうため参加者報告がある。 

     ・自治会とのつながりを嫌う人、「シニア」の名前を嫌う人などがいる。サロン

を立ち上げても人が集まらない。 

      →少人数でも楽しめる活動から始め、継続することが重要。“誰かがいる場所

が欲しい”というニーズがあるので、参加者は徐々に増えていく。 

     ・和田地区では協議体を立ち上げたが、蒲地区のように活動していない。今後

の参考に各町での講話をお願いしたい。 

      →依頼があれば伺う。

（２）今後の予定について 

■第3回地域福祉委員会 

    日時：9月14日（金）9:00～ 

    場所：東区役所33会議室 

内容：地域の共生社会のあり方 

子育てサロンについて 

どんぐり保育園 園長 竹内映晴 





1/2 

令和３年７月 13日 浜松市 市民部 市民協働・地域政策課 

地域政策グループ  

℡ 053-457-2094 担当：加藤・小久保
報 道 発 表

区協議会の開催日程（７月）について

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

使ってみよう 
外国人にも 
日本人にも 
わかりやすい 

やさしい日本語
に  ほん  ご

区協議会が、次のとおり開催されます。

協議会名 回数 日 時 場 所 傍聴定員 問合先

中区
協議会

第3回
7月21日
（水）
14：30～

浜松市役所
北館１階

101・102会議室

・
・

・

・

（協議）浜松城公園駐車場の有料化について
（協議）浜松市歴史的風致維持向上計画
（案）のパブリック・コメント実施について
（協議）令和３年度浜松市中区市民活動表彰
について
その他

5人程度
（先着順）

中区役所
区振興課

TEL:457-2210

東区
協議会

第4回
7月26日
（月）
13：30～

東区役所
3階31・32会議室

・

・

・

・

（協議）浜松市歴史的風致維持向上計画
（案）のパブリック・コメント実施について
（協議）令和３年度東区地域力向上事業の提
案について
（協議）令和３年度浜松市東区市民活動表彰
について
その他

5人程度
(先着順)

東区役所
区振興課

TEL:424-0115

西区
協議会

第3回
7月28日
（水）
13：30～

舞阪協働センター
1階ホール

・

・

・

・

（協議）浜松市歴史的風致維持向上計画
（案）のパブリック・コメント実施について
（協議）令和３年度浜松市西区市民活動表彰
について
（報告）区協議会からの意見・要望付き答申
への対応状況について
その他

5人程度
(先着順)

西区役所
区振興課

TEL:597-1112

南区
協議会

第3回
7月28日
（水）
13：30～

南区役所
3階大会議室

・

・

・

・

・

（協議）浜松市歴史的風致維持向上計画
（案）のパブリック・コメント実施について
（協議）令和３年度浜松市南区市民活動表彰
について
（協議）令和３年度南区地域力向上事業の提
案について
（報告）区協議会からの意見・要望付き答申
への対応状況について
その他

5人程度
(先着順)

南区役所
区振興課

TEL:425-1120

北区
協議会

第3回
7月28日
（水）
10：00～

北区役所
3階31・32会議室

・

・

・

（協議）浜松市歴史的風致維持向上計画
（案）のパブリック・コメント実施について
（協議）令和３年度浜松市北区市民活動表彰
について
その他

5人程度
(先着順)

北区役所
区振興課

TEL:523-1112

浜北区
協議会

第4回
7月29日
（木）
13：30～

浜北区役所
3階大会議室

・

・

・

・

（協議）浜松市歴史的風致維持向上計画
（案）のパブリック・コメント実施について
（協議）令和３年度浜北区地域力向上事業の
提案について
（協議）令和３年度浜松市浜北区市民活動表
彰について
その他

10人程度
(先着順)

浜北区役所
区振興課

TEL:585-1141

会議内容（予定）



令和３年７月13日 

2/2

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

使ってみよう 
外国人にも 
日本人にも 
わかりやすい 

やさしい日本語
に  ほん  ご

天竜区
協議会

第4回
7月28日
（水）
14：00～

天竜区役所
2階21・22会議室

・

・

・

・

・

（答申）天竜区市営住宅（渡ケ島団地ほか７
団地）の廃止・解体について
（諮問）浜松市過疎地域持続的発展計画（素
案）について
（協議）浜松市歴史的風致維持向上計画
（案）のパブリック・コメント実施について
（協議）令和３年度浜松市天竜区市民活動表
彰について
その他

5人程度
(先着順)

天竜区役所
区振興課

TEL:922-0013

＊傍聴の申し込みは、各区役所区振興課へお問い合わせください。

＊傍聴される場合は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、下記の点にご協力くださ

い。なお、発熱等の風邪症状のある方は、傍聴をご遠慮くださいますようお願いします。

  ・マスクの着用

  ・手指消毒液の使用（傍聴者受付に用意しております。）


